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(一)市は何故，基本的総合計画を

作ろうとしているか

(1 ) 人口増の波が押寄せてきている

近年，我国における経済の高度成長と産業の急速な近代化のため，人口

の流動が激しく なり，それが国内の一部の都市に集中し，中でも東京都は

もっとも激しい人口増の波を被っています。 内

V 
しかし，その波は，区音j)で、はもはや呑み切れないで，必然的に三多摩 K

あふれp その波頭はだ んだん都心より 遠くに拡がっ てきています。

都心 より 35キロ にある日野市は.いまやその人口増の波頭を真向から

かぶろう としてい ます。 この人口増の現象は， との 10年来日野Kおし、て，

徐々 K現われてきていたものであ りま して，昭和 33年から毎年平均 5，000

人余り，約 12.3%の割合で増加，今年の初めには， 10年前の 2.54倍，

約 75，000人の人口となりましたO

この人口増の傾向は，今後，年を追うにつれて激化するも の と予想され

ます。緑の山は切崩され，豊かな農地は埋立てられて宅地と化し，推計K

より ます と， 1 0年後の昭和 52年 Kは約 20万 Kなりその上，手放し K

しておくと 26万の人口にな ってしま いそうです。

そうなれば，住宅は無秩序に建てられ，狭い曲りくねった道路，1盆れ汚

染された用排水路，井戸と吸込み排水口との同居，その他ゴミ。し尿の処

理，学校や保育施設の増設，交通マヒ，いろいろな公害などの問題に悩ま

され，市の財政はその後を追っかけて，その場限りの一時しのぎをするた

めK使われてしまって，近代都市として必要な施設を充実して行くことに

まで手がまわらなくなって，おそらく手のつけられない雑然とした過密都

市Kなってしまうでありましょう。
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(2) 放 っておけば大変なことになる

人口 増の波が去っ て，そこに洗い出された姿はどんなものであるかは，

すでに都心に近い区や市において明らかであり，今になってそれを是正改

造しようとすると，それこそ一大難事業であって，多大な労力と莫大な経

費を必要と します。

日野市の場合も，人口増の波頭を受けつつある現在，扶手放置 して おく

と，都心に近い区や市のように雑然とした都市になってしまうでしょう 。

土地屋と称するプロ ーカーが，腐肉をあきるように土地を求めて暗躍 して，

無責任な宅地造成業者は後のことを考えずにやっつけ仕事をし， そのため

泣かされる市民も数多く，無規制無秩序の宅地造成Kよっ て市内 は雑乱状

態となり，その後仕末のためvc，市は財政 負担に目指え ぐことに なるで しょ

「鉄は熱い関に打てj といわれますが. 日野市は今 こそ全市をあげて，

人口増に対処する根本方針を立て，将来への計画的市造り K乗り出すべき

ではないでしょうか。

(3) 防禦的規制をしても防ぎ切れない

地方の都市において，人口増対策と して人口 増を野放 しにし てお くので

はなくて，たとえば，市の要求するこれこれの条件を呑んでそれを実行す

るのでなければ，市は団地をつくるのに協力しなしV というように市と し

て規制を加えて，将来みすみす図るような事が発生することを予め防ごう

とする防禦的規制の努力が， しば しば見受けられます。 しかし，残念なこ

とに，この努力は余り成功していません。それは現在，市と いう地方自治

体には，団地造成を規制するに十分な法的権限が与えられていません し，

国や都の方針も徐々に規制する方向に向つてはいますが，まだ確立されて
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L、なし、からです。防禦の網は極めて脆いものであるといわざるを得ません、

苛烈jな条件をつければ，団地は来なくなるでしょうが，よしんば大規模

団地を防いだとしても，その隙間からもっと質の悪 L、小団地や不法建築の

住宅がどんどん侵入して来てしまいます。このよう Kして人口増の怒濡の

力は，一地方自治体の防禦的規制力をはるかに上回っ て強大であります。

また，土地は市の ものでな くて市民の私有地ですので，市民の意志Kよっ

て自由 K先買するこ とができ ますから， 市が一方的にそれを規制すること

ができ ません。

(4 ) 防ぎ切れないなら呼込んだ方がよい

このようにして人口増の波は，防ごうとしても余り効果を期待できませ

んが，それだからといって放っておけば，なお大変なことになってしまい

ます。

そこで， どうしたらし刈、で しょうかノ

私は市長Kなってから 2年しかたたない未熟者ですが，今日忙して適切な

人口増対策をたてなければ，日野市は悔を千載に残すこと になることを痛

切K感じ， この千戟ー遇の時に当って，市民の皆さんと打って一丸とな っ

て，人口増の波に立向い新しい日野市を計画的 K建設して行こうと思い立

ちました。

到底避け得られない波，防いでも隙間から侵入してきてしまう波なら，

いっ そのこと相手の力を利用して勝を制する，-柔道の極意j のよう VC，積

極的 K波を呼び込んでしまったらどうでしょうか。

波が日野市K入ってきた時，日野Kは計画的に縦横K溝が堀られていて，

それに従って，人口増の洪水は整然と計画的 K日野全市 K行き渡って行く。

かくして，日野市は質のよい緑の多い住居地域として造成され，人口も
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飽和状態になる前に計画的に押え，日常の買物も身近かな所で間にあい，

文化的で住みよい美しい近代都市になる。このよう¥tCL-て，人口増の波を

積極的に呼入れるためには.日野市に基本的な総合計画(マスタープラン)、
が用意されてなければなりません。これが今回，私たちが日野市で基本的

総合計画をつくろうとする，根本の理由でありますσ

(二) 基本的総合計画に基づいて，市は何を

するのか

(1 ) 土地区画整理

人口増を受入れるに当って，土地の区画整理事業を行なって，そこに呼

入れるという方式があります。現VL，当市 Vておいても多摩平をすでにやり，

目下，平山台，四谷下，神明上の三地域において着手しています。これか

らも万願寺その他の地域を必要に応じてz取り上げなければなりませんO

ところが日野市の場合， 1 0年後の昭和 52年代は 20万の人口となる

と推定されますので， この 10年間が勝負のしどこ ろといえましょう。こ

短日月の間 VL，一区域を区画整理するのに少なくとも 5年を要する土地区

画整理事業だけに頼って，人口増を受入れようとしたのでは，ある区域の

整理ができてやれやれと思った時は，その周聞は無秩序な宅地造成で埋ま

っていることになりかねませんO

そこで，市全体としてみて，重要で緊急を要すると思われる地域の土地

区画整理はもちろん， どんどん実施しなければなりませんが、 日野市におけ

ける人口増のスピードと区画整理のスピードを比べて考えてみますと，区

画整理だけK頼つてはいられませんので，それと併用して何か人口増の波

を受入れるよい方法はないものでしょうかの
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(2) 大規模団地の誘致

ここにおいて考えたのが，質のよい大規模団地を積極的に呼入れるとい

う方法であります。今のところ多くの市で，大規模団地はいやがられ，断

わられている傾向 Kあります。それは大規模団地が出現すると，一度に一

万人もの人が外からどっと入ってきて，市内の j儀子が大きく変化するし，

学校そ の他の施設は団地側で一応作ってくれますが，結局，地元が建設費

を返えさなければならず?元不!J合わせると年賦払いとはいえ高いものにな

ってし まい，財政的シワ寄せになり，市の財政を圧迫する ζ とになるから

でありましょう。

それで. もし日野市 Kおいて，積極的に大規模団地を呼入れようとする

と，団地は喜んで日野忙なだれ込んで来るかもしれまぜんO しかし，日野

では基本的総合計画があって，その計画を忠実に守る団地しか入れませんつ

つまり『あな たの団地は日野市のこの部分K入るのです。そして， この部

分は基本計画によって， こう道路をつけ， こう水道や下水道を設け，また

学校，保育施設，集会所，公園などはこういうふう Kつくるのです』と説

明し，それをよく了解しで，そのよう K笑行する団地しか誘致しません。

このような団地はできるだけきてもらって，それによって，日野を部分的

に造成して行きたいと 思いますc

今日まで団地造成関係者と話し合ったところによると，市側の積極的誘

致政策に対して，団地側も積極的 K市の注文に応ずる態度を示しています

し，都，自治省，建設省あたりでもこの市の政策に興味と賛意を表し，モ

デルケースとして積極的援助をしてくれそうであります。

(3 ) 後門の狼ー違反建築と小規模団地造成

このようにして，人口増の波の中にあって，新しい日野市を建設するた
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めに基本的総合計画を立て，それに基づいて土地区画整理をし，また質の

よい大規模団地を計画的 K誘致して，前向きに人口増を呼込んで来ると し

ても，それだけで立派な市造りがで、きるとは期待できません。それは後門

に狼がうようよいるからであります。後門の狼というのは，程度の低い小

規模団地の乱造と違反建築の乱立のことであります。

これらが野放してどんどん侵入して来てしまうと，せっかく前向き K近

代的な質のよい市をつくろうと努力しても，到底，日野市は私たちの願う

ような都市になることはできません。

V 
そ こで，なんとかしてこれら狼を退治する方法を立てなければなりませ

んc 違反建築の中には，現行の娃築基準法そのものが適切でないことから

違反が生ずる場合もあるようです。ですから，法律通りに形式的に取締る

ことも一考を要するものと思われますが，明らかに他人に迷惑をかけたり，

後で問題を起すような不法建築がたくさんありますの

現在，建築確認事務(許可事務)は東京都知事が行なっています。 しか

し，ご承知の通り人手不足で建築申請 K対して，現地確認というキメ細か

い行政をする ことができずに， 書類審査をするに止っています。そこにつ

け込んで違反建築が大手を仮って横行してい ます。 また不法建築，違反建

築と認めても，それを制裁する決定的な法的手段に之しいのが現状です。

元来， 建築確認、の事務は地元の市長がやるべきなのですが，いろいろ面

倒なことがあるので，今日，都下のどこの市でもまだやっていません。そ

れで知事が代ってやっている訳です。 しかし，本当K前向きに日野市の計

画的造成を考えるならば，市として不法建築を締出すた めに，自分で建築

確認事務を行な うべきであり ます。最近，行政管理庁が建設省に対し不法

建築取締りの強化の勧告をしましたが，これはおそきに失するくらい当然

の措置 といえましょう。
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(三) 地主の皆さんヘ

( 1) 土地を手放すには慎重K

日野市が積極的 忙人口増の波 K向って，団地を呼入れるということにな

ると，おそら く，たく さんの土地 ブロー カーが地主の皆さんの ところへ行

って， うましこと ，ありも しないことをいって，口車に乗せ よう とするで

しよう 。

どうか土地プロ ーカーに気をつけて下さ し、。 もちろん， 土地屋 の中には

信頼できる人も いますから，そういう人をよ く見分けて下さ L、。 また，話

が来たら一応、市の方に連絡をと って確めることも被害を少な くす る方法で

ありましょ う。 いずれに して も，先祖伝来の尊い土地， 農地解放に よって

得た土地ですから ，それを手放すにしても，皆 さん の利益代なるように，

そ して， 郷土 日野市の発展に役立つようにしたいものです。 出の中 に虫喰

い穴があ くよう に点々と家が連ち， し尿車 も消防車 も入れな くてよいでし

ょうか。

悪徳ブ ロー カーに土地を売らず，違反と 知 りつつ建築する ような不法業

者を締出すなど，地主の皆さんの理解と協力をお願いします。 これがこれ

からの新 しい日野市建設のキメ手となるでしょう 。

(2) 市は計画を強行するのではない

(地主の意見と利益を尊重 )

市が基本計画を立てて，それに基づいて市造りを実施して行 くというと，

その計画を頭から強行するものと誤解されやすし、。皆さんの中 Kは，市で

は一方的にここは農地と して残 したい，あそ こ は 団地宅地泌 叫こ
レ

ういうようにすると決めても， H土地は俺たちのものだから， そ う勝手に
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はさせない"というような気持でいる人もあるかもしれませんO

しかし，それは明らかに誤解です。市と'してはj土地利用が一切の計画

の根本になりますから，その点，地主の皆さんとの関係が一番大切であり，

問題であると思っています。地主の皆さんを犠牲者に し被害者にしてはな

りません。地主の皆さんの意志は十分尊重します。皆さんの農地をなく し，

将来の生活の保障を危くするようなことは，すべきでないと考えておりま

す。

役人仕事ですと， とかく一方的に机上計画を立てて，それを上から判を

押すように強行しようとし勝ちでありますが， これでは，市民は被害者K

なってしまいます。

日野市においては，市民による市政，市民の手による市造りを建前にし

ております。 これは自治体として当り前のことですが，その建前からすれ

ば，市民の納得しないことを強行するようなことは， もっとも避けなけれ

ばなりませんO

十分話し合った結果，始めは反対ーだったが，終わりには納得してその気

にな ってもらうというようにお互いの根気と努力と理解とが新しい日野

市をつくって行く原動力となるものであります。話し合¥，"'，説得しても，

ついに承知してもらえない時は，計画の実行を変更するより仕方ありませ

んO 市としては，基本的総合計画を立てても，それをそのままむき出しの

姿で実行しようとするような硬直した考えではおりませんの複雑で変化し

て止まない現実の中において，それK順応し 9 つねばり強く時 Kは回り道

をし，時にはぜ姿を変えながら，最善の道を見出して行こうとしているの

です。 その時点の現実に合わせて修正しつつ実施し，実施の過程において

修正して行く，というようにしたいと思っています。
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(3) 農業を続ける人には新しい農業のあり方を

土地は地主の皆さんのものです。日本では，土地の私有権は外国よりも

強く保護されています。この問題が今後どのようになるか‘は国が決めるで

しょうが，今のととろ， 日野市においていくら基本的総合計画を立てて，

土地利用の構想をもっても，地主の皆さんの同意を得られなければどうに

もなりません。農家の方が農業を続けて行きたいというご希望なら，それ

でいいのです。農業を大いにやって下さ L、。

しかし， これからの農業のあり方は， これまでのままではいろいろの点

で効率が悪く，生活を支える産業としては成立ちにくいでしょう。

そこで，近代近郊農業にどう変って行くか，用水路の汚染をどうするか

などが問題になります。市としては，農業委員会，農協，その他各種の農

業団体と相談して，発展する日野市の将来の中で，農業はどうあるべきか

を描き出そうとしていますし，それが基本的総合計画の一部をなします。

また， もはや多摩川や浅)I iから農業用水を取入れていたのでは，やってい

けなくなるでしょう。ご承知の通り，用水路は今や排水路とな って汚染さ

れ， しかも，流末 K行くほど細くなっているので，水吐けが懇くなってい

ます。それで，用水路は専ら排水路K切換えてしましV これに代って，井

戸を堀ってきれいな地下水を農業用水として，地区的に給水することが考

えられます。 そのために，農地は散在から集団化へということになり，新

しい農業地域が市内で何ヵ所かできるでしょう。それは観光 K結びつくこ

ともあり，また美しい緑を市民 K与える安息の地ともなります。

(4) 皆さんの意見をどしどし寄せて下さい

(市民による市政を)

市がつくろうとしている基本的総合計画は，計画を立てることが目的で

-9-



はなくて，その計画によって住みよい日野市を建設することが目的なので

すから，計画の実行，実現を重視 します。

そうなると，計画そのものの立案も，その笑施も，市民である皆さんの

理解と協力による参加なくしては，到底行なわれません。市役所で一応事

務案をつくります。しかし，これは市民の皆さんの議論の叩き台に供する

ものでありまして，事務案についてどんどん意見を出 して頂き，それによ

って手直しし修正して行きたいと思っています。

特にこの際，地主の皆さんにお頗L、したいのは， これからの計画的な日

野市建設のため K一番問題なのは土地であり，その点皆さんとの関係が一

番深く大切でありますので，市の事務案に対して，疑問 K思う点，不安な

点，図る点，反対な点など， どしどし述べて頂きたいということです。

皆さんの中には，今，農地を売フ て金に換えるよりは，子孫のために農

地という形でなくてもともかく土地として残しておきたいと考えている人，

農業は俺の代だけはどう してもやる，件の代になればやらないだろうが土

地を残しておいてやりたいと思っている人が L、ることでし ょう。 このよう

な皆さんの気持は，土地問題を考える時，十分尊重されなければなりませ

んし，それに合った対策を立てなければなりませんO また，前K質のよい

大規模団地を呼んで来るともし六、ましたが， これまでのように何十万坪と

いったような広い土地がまとまることは， もはや今の日野の現状からいっ

て， なかなかむずかしくなっています。こ うした中で， どのよう Kして質

のよい団地を呼んでくるか.そこに新しい方法が打出さなければならない

でしょうし，そのために皆さんの貴重な意見が必要となってきます。

このようにして，皆さんの出された意見に対して，それをどう解決し，

対処して行くかということを研究することによって，基本的総合計画の実

行は手直しをされ，より適切なものになって行くでしょう。そして， これ
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によって市造りを推進して行けば，きっと住みよい日野市が建設されると

確信しています。

どうか皆さんの考えにより立案し，皆さんの手により実施して行くのだ

とLづ前向きの姿勢で，基本計画を受け止めて活発な意見を寄せて頂きた

いものです。

私たちは日野市の基本的総合計画が，単なる机上の計画でもなく，描か

れた絵でもなく，人口増の波の中で将来の日野市を考えて，なんとかしな

ければならないと Lづ市政の拠り所となるべきものと思っています。 と同

時に，それは前途にたくさんの困難さをも っているものであることも承知

していますn

皆さんの意見と協力によって，その一つ一つを解決しながら，住み よい

美しい日野市を建設して行くことが，現在 この日野 K生を受けている私

たちの，子孫に対する重大な責任であると信じます。

-11ー



〈 メモ 欄〉






